
施設型給付費等にかかる加算（調整）適用申請書

法人名等

代表者名

において、下記の加算、調整の適用をされたく申請します。
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4

5

6
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20
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24

申請の有無

小学校接続加算 ー ー

第三者評価受審加算 ー ー

外部監査費加算 ー ー

施設関係者評価加算 ー ー

施設機能強化推進費加算 ー ー

指導充実加配加算 別添調書８

事務負担対応加配加算 別添調書９

処遇改善等加算区分３（別途通知） ー ー

栄養管理加算 別添調書10

別途通知 申請の有無 別添調書

処遇改善等加算区分１（別途通知） ー ー

処遇改善等加算区分２（別途通知） ー ー

療育支援加算 別添調書６

事務職員配置加算 別添調書７

主幹教諭等専任加算

子育て支援活動費加算

ー

加減調整部分 該当の有無 別添調書

定員を恒常的に超過する場合 令和5・6年度の入所状況を鑑み適用 04_別添

特定加算部分 申請の有無 適用開始年月 別添調書

４歳以上児配置改善加算 ー

満３歳児対応加配加算 ー

通園送迎加算 別添調書３

給食実施加算 別添調書４

講師配置加算 別添調書２

チーム保育加配加算 ー

基本加算部分 別添調書

11 別添調書５

Ａ0101
令和7年度

大阪市長　様

令和7年度

施 設 名 称 施設種別 幼稚園

副園長・教頭配置加算 別添調書１

３歳児配置改善加算 ー

副食費徴収免除加算 別途、報告書に基づき適用



Ａ0101_

副園長・教頭配置加算 

1

2

3

4

5
【園長が専任でない施設の場合】
園長が専任でない施設において、幼稚園設置基準第５条第３項に規定する教員に該当しないこと。

添付書類

①
副園長・教頭として発令されていることが分かる書類
（例）発令書、辞令、保護者向けに周知している職員体制図等の写し

適否

学校教育法第27条に規定する副園長又は教頭の職務をつかさどっていること。学級担任など教育・保
育への従事状況は問わない。

学校教育法施行規則第23条において準用する第20条から第22条までに該当するものとして発令を受
けていること。幼稚園教諭免許状を有さない場合も含む。

当該施設に常時勤務する者であること。

【園長が専任でない施設の場合】
副園長又は教頭が専任であること。

１～３の要件全てに該当する場合に加算。
※ ただし、園長が専任でない施設の場合は、１～5の要件全てに該当する場合に加算。

別添１

副園長・教頭となる者の氏名

  ※ 配置人数に関わらず同額となるため、代表者のみ記入すること。

園長の専任または兼任

加算要件



Ａ0101_

講師配置加算

1

2

Ａ0101_

通園送迎加算 

名

添付書類

・雇用契約書の写し又は非常勤講師を配置していることが確認できる書類
・幼稚園免許の教員免許状の写し

別添３

利用子ども数
（４月実績）

添付書類
通園送迎の実施状況等が分かる資料等

（例）送迎バス運行行程表、保護者への送迎案内等。業務委託している場合は業務委託契約書。

※ 送迎の実施方法（運転手を雇用して実施又は業務委託して実施等）は問わない。

利用定員が35人以下又は121人以上の施設であること。

別添２

非常勤講師氏名

加算要件

１～２の要件全てに該当する場合に加算。

適否

基本分単価及び他の加算等の認定に当たって求められる必要教員等の数を超えて、非常勤講師（幼稚
園教諭免許状を有し、教諭等の発令を受けている者）を配置していること。



Ａ0101_

給食実施加算 

名

 

※

※ 上記算出方法に了承しない園については、４～６月の献立表の提出が必要です。

利用子ども数
（４月実績）

実施形態（いずれかを選択してください。）
※加算の適用について、給食の実施方法（業務委託、外部搬入等）は問いません。

実施形態

　１．施設内の調理設備を使用してきめ細かに調理を行っている場合
　　　※施設の職員が調理を行っている場合のほか、安全・衛生面、栄養面、食育等の
　　　　観点から施設の管理者が業務上必要な注意を果たし得るような体制及び契約
　　　　内容により、調理業務を第三者に委託する場合（委託業者による園内調理）を含む。

　２．施設外で調理して施設に搬入する方法により給食を実施している場合
　　　※搬入後に施設内において喫食温度まで加温し提供する場合を含む。

添付書類

献立表

「副食の提供にかかる報告書」に基づき「週あたりの実施日数」の算出に了承している園については、提出不要です。

別添４



Ａ0101_
主幹教諭等専任加算及び子育て支援活動費加算

1

〈

〈

〈

〈

6

4

満３歳児に対する教育・保育の提供（月の初日において満３歳児が１人以上利用している月から年度を通
じて当該要件を満たしているものとする。）

4 月初日現在利用児童数〉 名

継続的な小学校との連携・接続に係る取組で以下の全ての要件を満たすもの（年度当初から当該取組を開
始する場合は５月において計画により下記の要件を満たしていることをもって４月から年度を通じて当該
要件を満たしているものと取り扱う。）
(ｱ)小学校との連携・接続に関する業務分掌を明確にしていること。
(ｲ)授業・行事、研究会・研修等の小学校との子ども及び教職員の交流活動を年度を通じて複数回実施し
ていること。
(ｳ)小学校と協働して、５歳児から小学校１年生の２年間（２年以上含む。）のカリキュラムを編成・実
施していること（小学校との継続的な協議会の開催等により具体的な編成に着手していると認められる場
合を含む。）。

5

障がい児（軽度障がい児を含む。）に対する教育・保育の提供（月の初日において障がい児が１人以上利
用している月から年度を通じて当該要件を満たしているものとする。）

4 月初日現在利用児童数〉 名

2

幼稚園型一時預かり事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合しており、かつ、月の平均
対象子どもが１人以上いるもの（年度当初から事業を開始する場合は５月において当該要件を満たしてい
ることをもって４月から当該要件を満たしているものと取り扱う。）。私学助成の預かり保育推進事業、
幼稚園長時間預かり保育支援事業、市町村の単独事業・自主事業（私学助成の国庫補助事業の対象に準ず
る形態で実施されている場合に限る。）等により行う預かり保育を含む。ただし、当該要件を満たした月
以降の各月においては、同一年度に限り、事業を実施する体制が取られていることをもって当該要件を満
たしているものと取り扱う。）

4 月利用児童数〉 名 ※年度当初から事業を開始する場合は５月の利用児童数を入力

3

一般型一時預かり事業（子ども・子育て支援交付金の交付に係る要件に適合しており、かつ、月の平均対
象子どもが１人以上いるもの（年度当初から事業を開始する場合は５月において当該要件を満たしている
ことをもって４月から当該要件を満たしているものと取り扱う。）。私学助成の子育て支援活動の推進等
により行う未就園児の保育、幼稚園型一時預かり事業により行う非在園児の預かりを含む。ただし、当該
要件を満たした月以降の各月においては、同一年度に限り、事業を実施する体制が取られていることを
もって当該要件を満たしているものと取り扱う。）

4 月利用児童数〉 名 ※年度当初から事業を開始する場合は５月の利用児童数を入力

適否

代替教員氏名

代替教員の業務内容

加算要件
適否

上記、主幹教諭等は、クラス担当等の教育への従事をせず、教育計画の立案等の主幹業務に専任している
こと。

事業の実施状況（実施している事業に○印をすること）
※ ２事業以上実施している場合に加算

別添５

主幹教諭等氏名

主幹教諭等の業務内容



7

8

①

②

③

④

⑤

※

災害等により、教育・保育が提供できない場合に、教育・保育を必要とするエッセンシャルワーカーであ
る保護者に対する連絡、被災状況の把握、勤務状況に応じたこどもの預かりに関する相談及び代替保育先
や預かり先の確保に向けた行政や関係機関との連携等を行うために必要となる緊急時の対応の具体的内容
及び手順、職員の役割分担、避難訓練計画等に関するマニュアル等の整備並びに原則月１回の研修・訓練
の実施等を行う取組を実施している。

添付書類

主幹教諭等とは、学校教育法第27条に規定する副園長、教頭、主幹教諭及び指導教諭をいう。

上記８の事業を実施している場合は、緊急時の対応に関するマニュアル及び訓練実施計画等

上記６、７の実施状況がわかる資料

都道府県及び市町村等の教育委員会又は幼児教育センターなど幼児教育施設に対して幼児教育の内容・指
導方法等の指導助言等を行う部局、あるいは幼児教育アドバイザーなど地方自治体に所属して幼児教育の
専門的な知見や豊富な実践経験に基づき幼児教育に関する指導助言等を行う者と連携して、園内研修を企
画・実施していること。

上記２、３の事業利用実績等がわかる資料（大阪市の補助金等を申請していない施設に限る）

①を必ず添付すること。②～⑤については、該当する施設は必ず添付すること。

子育て支援活動（育児相談等）の実施状況が分かる資料等

上記５の事業を実施している場合は、医師の診断書又は療育・身体障がい者手帳の写し



Ａ0101_
療育支援加算

※主幹教諭等専任加算の代替教員とは、同一人物でないこと。

1

※
例

②
それ以外の障がい児

身体障がい者手帳、療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳または診断書等の写し（１名分）

加算の適用は、①及び②の交付日以降（翌月１日）より加算が適用となります。
診断書等の交付日が５月１日の場合は、５月１日より加算を適用
診断書等の交付日が５月２日の場合は、６月１日より加算を適用

①～②のうち、いずれか１つを添付すること。

①

特別児童扶養手当支給対象児童

特別児童扶養手当認定通知書等、４月１日現在に特別児童扶養手当の支給の事実が分かる資料の写し
（１名分）

加算要件

適否

主幹教諭等専任加算の対象施設かつ障がい児を受け入れている施設において、主幹教諭等を補助する者を
配置し、地域住民等の子どもの療育支援に積極的に取り組んでいること。

療育支援の取り組み内容

添付書類

月初日現在）

受け入れ
障がい児数

特別児童扶養手当支給対象児童 名 （ 4

それ以外の対象子ども 名 （ 4

月初日現在）

別添６

主幹保育教諭を補助する者の氏名

対象児童の氏名（半角カナ）



Ａ0101_

事務職員配置加算 

2

Ａ0101_

指導充実加配加算

1

2

１～２の要件全てに該当する場合に加算。

基本分単価及び他の加算等の認定に当たって求められる必要教員数を超えて非常勤講師を配置していること。

利用定員が271人以上であること。

添付書類

雇用契約書の写しまたは非常勤講師を配置していることが確認できる書類

１～２の要件全てに該当する場合に加算。

適否

1

基本分単価において求められる事務職員及び非常勤事務職員（※）を超えて、非常勤事務職員を配置し
ていること。
※園長等の職員が兼務する場合又は業務委託をする場合は、基本分単価において求められる事務職員
   及び非常勤事務職員の配置は不要

適否

利用定員が91人以上の施設であること。

添付書類

雇用契約書の写しまたは非常勤事務職員を配置していることが確認できる書類

別添８

非常勤講師氏名

加算要件

別添７

非常勤事務職員氏名

加算要件



Ａ0101_

事務負担対応加配加算 

1

2

Ａ0101_

栄養管理加算

※

※

1

2

添付書類

雇用契約書の写しまたは非常勤事務職員を配置していることが確認できる書類

１～２の要件全てに該当する場合に加算。

適否

基本分単価において求められる事務職員及び非常勤事務職員（※）並びに事務職員配置加算において
求められる非常勤事務職員を超えて、非常勤事務職員を配置していること。
※園長等の職員が兼務する場合又は業務委託をする場合は、配置は不要

利用定員が271人以上の施設であること。

別添９

非常勤事務職員氏名

加算要件

実施形態

  配置   本加算に係る栄養士が雇用契約等により配置されている場合
           （兼務に該当する場合を除く。）
-----------------------------------------------------------------
  兼務   基本分単価及び他の加算の認定に当たって求められる職員が本加算に係る栄養士と
           しての業務を兼務している場合
-----------------------------------------------------------------
  嘱託   配置又は兼務に該当する場合を除き、本加算に係る栄養士としての業務を嘱託等す
           る場合等

雇用形態を問わず、嘱託する場合や、栄養教諭、学校栄養職員又は調理員として栄養士を雇用し、各要
件をみたしている場合も対象となる。
栄養士の配置状況については月次利用報告書によって確認する。

食育活動や食育計画策定にあたり、施設・事業所に対し助言していること。

栄養士氏名 旧姓

加算要件

１～２の要件全てに該当する場合に加算。

適否

施設・事業所の職員に対し、献立やアレルギー、アトピー等の対応について助言しているこ
と。

別添10


